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新聞記事にも記載されています様に、家電リサイクル法に関して家電店舗に立ち入り検査が実

施されています。 

これは、家電リサイクル法に係る、小売業者の義務が履行されているかを検査の為に、店舗を

訪問して実査するものです。 

この立ち入り検査は、法的拘束力を持つ機関が行うもので、拒否が出来ません。 

訪問するのは、経済産業省九州経済産業局、九州地方環境省事務所の調査担当官が訪問します。 

 

家電リサイクル法概略 
１．排出者(消費者)からの引き取り義務。 

「自らが過去に販売した対象機器」又は「買換えの際に引取りを求められた対象機器」は、 

排出者から引取りを求められたときは、排出者が排出する場所（排出者の家庭など）で、引取り

を行う義務があります。 

２．製造業者等への引渡義務（指定引取場所への持込み） 

排出者から対象機器を引き取ったときは、指定引取場所に運搬し、指定引取場所において製造業 

者等への引渡しを行う義務があります。 

排出者から対象機器を引取り、不用品回収業者に引き渡した場合、排出者から収集運搬料金及

びリサイクル料金を受け取っているか否かにかかわらず、家電リサイクル法に規定する引渡義務

への明確な違反となります。 

３．収集運搬料金の公表・応答（リサイクル料金を含む。）義務 

収集運搬料金（小売業者の運搬料金）はあらかじめ決めておき、店頭に見やすく掲示するなど 

して公表する義務があります。また、収集運搬料金やリサイクル料金（メーカーごとに定めら

れている料金）について問われた場合には、排出者に応答する義務があります。 

４．リサイクル券（管理票）の交付・管理・保管等義務 

排出者から対象機器を引き取ったときは、リサイクル券（管理票）に必要事項を記入し、排出

者控えを排出者に交付する義務があります。また、指定引取場所において引渡しを行った際に指

定引取場所から回付片を受け取り、小売業者の控えとともに３年間保管する義務があります。 

５．家電リサイクル法違反に対する対応 

◆ 以上の小売業者の義務の履行状況については、経済産業省（経済産業局）・環境省（地方環

境事務所）による立入検査を実施し、適正に義務を果たしているかを定期的に確認 

※ 立入検査を拒否すると刑事罰の対象となるので、注意が必要。 

◆ 立入検査や外部からの通報等により、家電リサイクル法の義務違反が発覚した場合は、経済

産業省･環境省が行政指導、行政処分、刑事告発を実施 

 

立ち入り検査の重点項目 

下記について検査されますので、常日頃備えが重要 
１．排出者(消費者)からの引き取り義務。に関して 

〇家電リサイクル券の全てを開示要求されますので、未使用券の枚数、使用済券の枚数の管理を

明確にして置く。使用済券の保管義務は３年です。家電リサイクル券の購入枚数は、調べてき



ますので、大きく違いがあると追及されます。 

〇引き取った、廃家電品の保管状況調査。 

保管場所は屋外などの雨ざらし、野ざらしは厳禁です。倉庫内に保管して、雨滴、盗難の恐れが

無い保管場所に置いて下さい。 

２．製造業者等への引渡義務（指定引取場所への持込み）に関して 

〇使用券の枚数と実際に、指定引取場所に引き渡した件数の確認がされます。引き渡した件数は

調べてきますので、店に有る使用済券の枚数が一致しなければなりません。 

３．収集運搬料金の公表・応答（リサイクル料金を含む。）義務に関して 

〇収集運搬料金の公表・応答（リサイクル料金を含む。）義務が有りますので、店頭の見やすい

ところに、リサイクル料金と、収集運搬料金を記載した価格表を掲示していなければなりません。

組合から配布した表に、お店の収集運搬料金を書き入れて掲示下さい。平成29年4月改定の表。 

４．リサイクル券（管理票）の交付・管理・保管等義務に関して 

〇未使用券の保管、使用済券の保管を管理して置く。お客様から、開示要求が有った場合に、速

やかに開示できなければなりません。使用済券の保管義務は３年です。 

以上 
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